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研究成果の概要（和文）：本科研費は、11の口頭報告と、7つの論文発表につながった。論文のうち5つは英語で
の発表であり、いずれも査読があるものであり、Marine Policy誌のような、海洋分野であったり、あるいは国
際法の分野では名の知れた雑誌への掲載も実現した。法の支配の概念についての研究は、一定程度の考察がで
き、共通する理解の存在を確認した。また、非法規範と法の関係についても、国際法、特に海洋法の観点からど
のように機能・影響し、それがどのように認識されているかについて分析した。

研究成果の概要（英文）：This research leads to the production of eleven presentations and seven 
articles. Five of them are written in English and published after passing the reviews. Some of them 
are published in comparatively well-known journals, such as Marine Policy, both in the marine sector
 and international law. In the research, the understanding of ‘the rule of law’ is explored, and 
the existence of shared understanding as well as different understandings is found. Moreover, the 
research examines the function and impact of non-regal norms, and how they are perceived is also 
analyzed.

研究分野： 国際法
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  １版

令和

研究成果の学術的意義や社会的意義
国際社会における「法の支配」、という概念について再考し、特に、実体的に規定されていることのみを法と
し、手続法に基づいて行われた判断や決定については法として観念するのか、といった点は、学術的にも長く考
察対象とされてきた「法の支配」の概念の研究においてもなされていなかった研究であり、その部分で新規・独
自性があると考えられる。法的拘束力はあれど強制力がない国際法について、それをどのように実質的に強制力
のあるようにしていくか。研究期間中にロシアの侵略戦争がはじまり、国連安保理でも国家間の「法の支配」が
議論されたこともあり、残念ながら、本研究の意義が高まったと言える。

※科研費による研究は、研究者の自覚と責任において実施するものです。そのため、研究の実施や研究成果の公表等に
ついては、国の要請等に基づくものではなく、その研究成果に関する見解や責任は、研究者個人に帰属します。



様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９（共通） 
 
 
１．研究開始当初の背景 
(1) 「法の支配」の概念を巡っては、国内外において幅広く議論されるところであり、その細部

の理解については差異があるのが現状である。ただ、そのような差異はあったとしても、こ
の概念が「人の支配」「力の支配」と対を為す概念であり、特定の個人の権威や力を用いな
い形での秩序維持を実現するために援用される点は異論ないものと思われる。そして、国
際社会における「法の支配」については、国際立憲主義の研究の中で注目を集めている。 

(2) この「法の支配」の実現を、海の文脈で考えるならば、海の憲法ともされる国連海洋法条約
（UNCLOS）を中心に達成されるはずである。UNCLOS は、国家の権利義務を定めるた
めだけでなく、UNCLOS の解釈適用に関する紛争を原則として一方当事者の付託により司
法手続きに付すことができるようにすることで、「法の支配」を実現しようとしている。こ
のような「海洋における法の支配」に挑戦するものとして、UNCLOS に基づき 2016 年に
下された比中仲裁の裁定に対する、中国の不遵守が考えられる。しかしながら、中国が「海
洋における法の支配」を否定しているかと問われれば、そうではない。比中仲裁後、中国
は、政府自らあるいは中国国際法学会などを通じ、仲裁裁定は UNCLOS 締約国の意思を
越える形で管轄権を拡大したとして同裁定を批判し、その法的効果を否定しているものの、
UNCLOS 体制そのものを批判しているわけではない。むしろ、2017 年に発表された、中
露の「国際法の促進及び諸原則に関する共同宣言」において、両国は UNCLOS の重要性を
指摘している。つまり、両国の対立点は、「海洋における法の支配」の存否にあるのではな
く、その認識にある。 
 

２．研究の目的 
(1) 現在の海洋法秩序維持における「法の支配」を再定位することが本研究の目的である。「法

の支配」という概念それ自体は、法治主義との関係を中心にこれまでも多く研究され、既に
手垢のついたものと言える。しかしながら、それらはあくまでも一国の社会の中で検討さ
れるものであったり、力や道徳との関係で論じられるものである。国際法の文脈において
も、国際社会における「法の支配」全体に焦点を当てるものが多く、UNCLOS という条約
を中心に構築されている海洋法秩序の「法の支配」という切り口での研究は管見の限り存
在しない。 

(2) また、「海洋における法の支配」は、上述したように、政治的にはしばしば言及される用語
であるものの、この概念を正面から扱ったものは存在しない。その背景には、これが単に政
治的な言説であり、法の観点から学術的に検討すべきものではないとの考えがあるのかも
しれない。このように多用され、かつ見解の相違がある概念について学術的な見解を示す
ことができれば、現実社会に持つ意義も少なくない。簡潔に言うならば、日本と中国は同じ
用語を使いながら、どのように認識が異なり、それはどのような根拠に由来するものか。ま
た、そのような差はどのようにすれば埋まるのか。このような現実課題の解決に寄与し、海
洋法秩序の維持に貢献することが期待される。 

 
３．研究の方法 
(1) 文献研究を中心とした。特に、伝統的に「法の支配」というものがどういった形で観念され

てきたかについては、多くの先行研究があることから、その理解をするために文献を参照
した。 

(2) 可能な範囲で学会や随時開催されるシンポジウムなどに参加し、報告をしたりあるいは報
告を聞いて質疑応答に参加し、各国の専門家、あるいは政府関係者と意見交換をすること
で研究を進めた。ただし、この研究期間に COVID-19 により人の往来が著しく制限されて
しまったため、想定より、対面での意見交換はできなかったのが実情である。他方で、Zoom
で開催されるものへの参加は容易となり、深めることができない部分はあるが、研究の射
程は広めることができたとも感じている。 

 
４．研究成果 
(1) 法の支配、でいうところの法をどこまで含めるか。当初は非法規範に着目していたが、それ

だけでなく、手続法に従った結果出される、裁判所の判決などをどのように認識するか、と
いう点についての相違が顕著であったため、その点についての研究を深めた。 

(2) UNCLOS の場合には、四つの裁判所が紛争を解決するために強制管轄権を行使することがで
きる裁判所として設置されている。これらの裁判所の中でも ITLOSを作ることについては、
ICJ との関係で、海洋法条約が異なる形で解釈適用されることから、いわゆる断片化の問題
が生じる、と懸念も表明されたが、現段階においては、そのような問題は生じてはいない。
他方で、ITLOS はまだ、自身の先例が蓄積しておらず、それらを考慮する必要がないがため
に、ICJ が判例変更した場合などに、ITLOS が自身の先例と ICJ の判例変更のどちらを優先
するか、といった深刻な事態には直面していない。そういった場合にどのように対応すべ



きか。ICJ と ITLOS で、一般国際法の部分は ICJ が優先的に判断し、UNCLOS の運用につい
ては ITLOS が優先的に判断する、というのが、UNCLOS裁判所としての両者の在り方として、
もっとも適切であるという結論を導いた。 

(3) ITLOS の他、UNCLOS により設置された重要な機関として、CLCS が挙げられる。しかしなが
ら、現状においてはこの CLCS が UNCLOS が起草された当初に期待されていた形で機能を果
たしているとは言い難い状況にある。具体的には、CLCS は他の国から「紛争」があるとの
反対がある場合には、基本的にそれを受け入れ、勧告の判断をしないという慣行が形成さ
れている。しかしながら、この場合、仮に UNCLOS 裁判所が海洋境界の判断をして、そのよ
うな判断に基づいて 200 海里以遠の大陸棚の延長申請をした場合に、判決を無視する形で
なされた異論を認め、結局、CLCS が勧告を出すことができず、それにより大陸棚の限界が
決まらず、深海底での ISA の活動に支障をきたす、という負の連鎖が想定される。仲裁裁
判所の裁定を無視する形で、中国がマレーシアの申請に異議を申しているが、同じ UNCLOS
により役割を与えられた機関として、CLCS は単に締約国の主張をそのまま受け入れるので
はなく、むしろ UNCLOS 裁判所の判断に従うべきである。南シナ海だけでなく、判決に沿う
形でのソマリアの申請にケニアが意義を唱えるなど、この CLCS の慣行は、UNCLOS による法
の支配を弱体化させかねないものと言えよう。 

(4) また、法の支配といった場合には、法規範と法規範との間での線引きが重要となってしま
う。他方で、実際の国際社会では、条約や慣習法といった法規範ではない非法規範の重要性
がますます高まっている。特に、専門知と経験が重要な役割を果たす海洋においては、そう
いった者により直接的に形成される規範を遵守することの重要性も高まっている。そうい
った観点も踏まえ、非法規範が法規範囲含まれる形について検討を行い、多くが MARPOL 条
約などを通じ、UNCLOS の条約に間接的に組み込まれる形をとるが、直接的に組み込まれる
可能性もないわけではないと結論付けた。 
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